
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与重要事項説明書 

〔令和6年4月1日現在〕 
 

１. 【 株式会社 ミタカ 大分営業所 】の概要 

（１）事業者の基本情報 

事業所名   株式会社 ミタカ 大分営業所  

所在地   大分県大分市南津留5-11メゾン・デ・ツル１階  

介護保険指定番号   ４４７０１０９３１７ 

サービスを提供する地域   大分県全域 

    

（２）営業時間及び休日 
月  ～  金 午前 ８：３０ ～ 午後 ５：３０ 

休   日 土曜日･日曜日･国民の休日・夏季休暇(8/13～15)・年末年始(12/31～1/3) 
 
（３）職員体制 

職   種 資格 常勤 非常勤 
管理者 福祉用具専門相談員  1名   0名 
専門相談員 (管理者含む) 福祉用具専門相談員  2名以上配置   0名 

 

（４）福祉用具を居宅へ搬入・搬出する時間帯 

 早  朝 7：00～8：30 通常時間帯 8：30～17：30 夜  間 17：30～21：00 

平 日 △ ○ △ 

土・日・祝日 △ △ △ 

 

※ 搬入・搬出に特別な措置が必要な場合(ｸﾚｰﾝ車使用など)の費用は、その実費を徴収させていただきます。 

※  お客様のご希望の日付及び時間が指定できます。 

上記「△」の時間帯につきましては、お問い合わせください 
 
２. 取扱い福祉用具の品目 

   「厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目」に定める全種目とする。 
【 取扱品目 】 

・車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器 

・手すり・スロープ・歩行器・歩行補助つえ・認知症老人徘徊感知器・自動排泄処理装置 

・移動用リフト(つり具の部分を除く) 

※手すり・スロープは設置工事を伴わないものに限る。 
 

３. 利用料金 

  （１）利用料 

     介護保険からの給付サービス（福祉用具貸与･介護予防福祉用具貸与）を利用する場合、原則として法定代理受領サ

ービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合(1 割・2 割または 3 割)に応じた額の支払いを受けるものと

します。ただし、介護保険の給付の範囲を超えた福祉用具貸与料金は全額自己負担となります。 
  

〔福祉用具貸与料金〕 

   （２）契約書に記載する金額 
 

    （３）貸与開始日及び終了日の計算方法は次の通りとする。 

    貸与開始日が開始月の１５日以前の場合、月額貸与料金の全額 

    貸与開始日が開始月の１６日以降の場合、月額貸与料金の１／２ 

    貸与終了日が終了月の１５日以前の場合、月額貸与料金の１／２ 

    貸与終了日が終了月の１６日以降の場合、月額貸与料金の全額 

    貸与期間が１ヶ月以内の場合、月額貸与料金の全額 
 

（４）交通費 

搬入・搬出に掛かる交通費はいただきません。 

但し、通常の事業の実施地域を超える場合は、実施地域を越えた地点から１ｋｍ当たり２０円徴収致します 

    
 （５）特定福祉用具の搬出入に特別な措置が必要な場合(クレーン車使用など)の費用はその実費を徴収致します 

 
 

                  



（６） 料金の支払い方法 

料金の支払方法は、原則口座引き落としとなります。 

それ以外の支払い方法をご希望の際は、ご相談ください。 

 

（７） 料金の変更について 

    やむを得ない事情(社会情勢･物価の上昇･消費税率の変更 など)により、ﾚﾝﾀﾙ契約書の有効期間中であっても、利用

料金の変更が出来るものとします。変更の際は、事前に文書での通知をさせていただく事により、承認されたものと

します。通知は当社に登録された住所へ、変更実施日の 1 か月前までに行います。この変更を了承できない場合は、

契約を解除・ﾚﾝﾀﾙを終了することが出来ます。 

     

４. 福祉用具貸与サービスの利用方法 

 （１）福祉用具貸与サービスの利用開始 

    まずはお電話などでお申し込みください。当事業所職員がお伺いいたします。福祉用具貸与契約を結び、 

福祉用具を貸与いたします。 

※ 居宅サービス計画の作成を依頼している場合は、事前に介護支援専門員とご相談ください。 

 

 （２）福祉用具貸与契約の終了 

① お客様のご都合で福祉用具貸与契約を終了する場合 

② 当事業所の都合で福祉用具貸与契約を終了する場合 

  人員不足等やむを得ない事情により、福祉用具貸与契約の提供を終了させていただく場合がございます。その場合

は、終了1ヶ月までに文書で通知いたします。 

③ 自動終了 

  以下の場合は、双方の通知がなくても、自動的に福祉用具貸与契約が終了します。 

・お客様が介護保険施設に入所した場合 

・介護保険給付で福祉用具貸与サービスを受けていたお客様の要介護認定区分が、非該当〔自立〕と認定された

場合    ※この場合、条件を変更して再度契約することができます。 

・お客様が亡くなられた場合 

④ その他 

・ 当事業所が正当な理由なく福祉用具貸与サービスを提供しない場合、守秘義務に反した場合、お客様やご家

族などに対して社会通念を逸脱する行為を行った場合、または当社が破産した場合、お客様は文書で解約を

通知することによって即座に契約を解約することができます。  

・ お客様が、サービス利用料金の支払いを 3 ヶ月以上遅延し、料金を支払うよう催告したにもかかわらず 10

日以内に支払わない場合、またはお客様やご家族の方などが、当事業所や当事業所のサービス従業者に対し

て本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、当事業所により文書で通知することにより、即座に

福祉用具貸与サービスを終了させていただく場合がございます。 
 
 （３）事故発生時の対応 

利用者に対する指定福祉用具貸与サービス提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利用者に係る居宅介護支援

事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行いま

す。 
 
（４）福祉用具の故障等の連絡について 

福祉用具の故障等（ベッドのリモコンが作動しないなど）があった場合、事業所にお申し出ください。早急に対応させ

ていただきます。 

 

５. 緊急時の対応方法 

容体の変化等があった場合は、主治医、救急隊、親族、居宅介護支援事業者等へ連絡をいたします。 

 

６. サービス内容に関する苦情 
（１）  当事業所へのお客様相談・苦情窓口 

株式会社ミタカ 大分営業所 (担当者：上杉 哲士) 【 電話番号 】  097-585-5650 

 
（２） その他 

当事業所以外に、各市町村の介護保険担当課の相談・苦情窓口等に苦情を伝えることができます。 

大分市役所 長寿福祉課 【 電話番号 】  097-537-5679 

大分県国保連合会 苦情相談窓口 【 電話番号 】  097-534-8475 

                     

                       


